
平成２１年度
養鶏問題懇談会報告書の具体化に

向けた行動計画

平 成 ２ １ 年 ６ 月



項 目 ４月～７月 ８月～３月 備 考

養鶏問題懇談会報告書の周知・徹底

－１－

１．養鶏経営の動向・経営の安定

○養鶏経営の安定

【懇談会の開催】

注：計画欄の は、国、県等の活動、 は、団体の活動を示す

需
給
の
安
定

９月
鶏卵及び鶏肉需給連絡会議の開催

３月
鶏卵生産指針の作成・普及

３月
鶏卵及び鶏肉需給連絡会議の開催

生産動向調査

生産動向調査

【制度資金の融通】

農業経営基盤強化資金、農業近代化資金のほ
か家畜飼料特別支援資金の融通による担い手
等への経営支援

６月２９日 ２０年度取組の検証、２１年度行動計画の策定
秋以降：養鶏問題懇談会報告書の検討

２１年度中：養鶏問題懇談会報告書
を作成

鶏卵の流通・販売実態や価格形成の検証
に向けた調査・検討を実施

【需要に見合った生産等の推進】



項 目 ４月～７月 ８月～３月 備 考

－２－

２．国際化に対応し得る生産・流通
体制の構築

○ 改良の推進、飼養・衛生管理
の徹底

○ 生産段階における経営体質の
強化

動物用医薬品の承認申請に必要な資料の合理化のための国際間での安全性・有効性等試験
の方法の統一化及び外国試験データの利用促進

注：計画欄の は、国、県等の活動、 は、団体の活動を示す

畜産農家、獣医師、医薬品販売業者に対する動物用医薬品及び飼料の適正な使用（特に使用
基準及び休薬期間の遵守）、販売のための指導を徹底

【畜舎建築基準の緩和措置の活用】

○ アニマルウェルフェアへの対応

解説書、パンフレット及びHP等を活用した畜舎建築等に係る基準緩和の理解促進及び畜

舎等の現地調査結果等の情報提供による畜舎等の建築コスト低減を推進

畜舎建築等に係る調査実験（積雪加重の影響緩和等）
図書省略の大臣認定制度を活用
太陽光パネル導入の手引きを作成・配布するための調査等

７月、３月
畜舎建築基準に関する検討会等

○ 改正建築基準法の施行に伴う畜舎
等の設計・建築に係る負担の増加への
対応【生産性向上への取組】

畜産経営生産性向上支援リース事業等の実施

○ 説明会の開催等によるアニマル
ウェルフェアに対応した採卵鶏の飼
養管理指針の普及・啓発

９月､11月:分科会 2月:分科会・推進委員会

農政局単位での説明会の開催

【採卵鶏の飼養管理指針の普及・啓発】

【鶏の改良の推進】

【飼養・衛生管理の徹底】

家畜改良増殖目標畜種別
研究会（鶏）の開催

協議会等の開催

次期家畜改良増殖目標（鶏）の
決定（32年度目標）

衛生害虫、慢性疾病の効率的な防除方法等の検討

（１０月 鶏改良推進全国協議会等の開催）

【ブロイラーの飼養管理指針の検討】

生産者団体等との勉強会の開催 等

○ ２７年度の改良増殖目標の達成状況
を踏まえつつ、３２年度目標に向けた改
良目標や効率的な改良体制を検討

○ 効率的な改良手法の活用の推進
及び改良関係者の連携強化



項 目 ４月～７月 ８月～３月 備 考

－３－

○ 生産段階における経営体質の
強化

【配合飼料に係る情報提供の実施等】

配合飼料の生産流通構造に関する実態調査

飼料米利活用推進検討会

飼料用米の利活用
に係るモデル集団
の全国的な設立

注：計画欄の は、国、県等の活動、 は、団体の活動を示す

○ 食料自給率向上や農地の有効利用
等の観点から飼料米の生産利用の拡
大を検討

飼料用米の利活用
に係るモデル実証
の実施

飼料用米の利活用に係る農家
向けパンフレットの作成・配布

【配合飼料価格高騰への対応】

配合飼料価格安定制度における通常補てん基金の市中銀行からの長期借入に対する利子助成

異常補てん基金の積増し

【飼料米の利活用の推進】



項 目 ４月～７月 ８月～３月 備 考

－４－

○ 消費者ニーズに対応した生産
・供給

【鶏肉の低需要部位、鶏卵の消費促進】

【地鶏肉等の生産の推進】

在来鶏等特長ある鶏の改良と、これらを
活用した地鶏肉等の生産の取組を推進

鶏卵とコレステロールの正しい理解増進

注：計画欄の は、国、県等の活動、 は、団体の活動を示す

食鳥処理場における鶏肉の部分肉加工等に
係る事業要望の把握

低需要部位の利用促進のための調査､検討

食肉輸出実行プランの拡充・普及
○ 国産食肉輸出連絡協議会を中心に、
業界関係者で輸出に向けた課題を解
決するための情報共有等を実施

○ 流通・加工・販売コストの
低減・合理化

【食鳥処理場、ＧＰセンター等の合理化等】

食鳥処理場、ＧＰセンターの統合、合理化、
機能の高度化、衛生管理の向上、稼働率の向
上等に係る事業要望の把握

事業の実施

地鶏肉等の肉質分析手法を
用いた評価

事業の実施



項 目 ４月～７月 ８月～３月 備 考

－５－

３．安全・信頼の確保

○ 消費者の視点に立った的確な
情報提供、食育の推進

【消費者への情報提供】

【表示適正化の取組】

流通事業者等における法令遵守の徹底

消費拡大の取組の一環として、鶏卵・
鶏肉それぞれについて安全・安心を確
保するための情報提供を行う取組

注：計画欄の は、国、県等の活動、 は、団体の活動を示す

平常時からのリスクコミュニケーションや生
産現場での体験等を通じて、生産者と消費者
の相互理解を深める取組を推進

鶏卵の公正取引規約の適正な運用に向けた準備と、同規約の普及・啓発

適正表示の徹底を図るための
講習会等を開催

○ 養鶏経営における担い手の
育成等

【担い手の育成・確保】

【対象者や地域を重点化した経営支援指導による経営体質強化】

認定農業者に関する実態調査
（都道府県が策定した認定農業者数の増加に係る地域計画等の

アクションプランについて、取組状況の把握）

地域計画等アクションプランに基づく認定率向上に向けた取組を推進
○ 引き続き認定率向上に向けた取組を
推進

各県のアクションプランに基づく担い手の増加に向けた取組の推進
（専門家支援チームによる支援・指導、人材育成のための研修会の開催等）

配合飼料価格の高騰に対応した経営相談窓口の設置

○ 地域の畜産経営支援者のスキルアッ
プ、適正な資金計画や経営改善計画の
策定、法人化や多角化の推進等を通じ
て畜産経営の体質強化を促進

食鶏取引規格・食鶏小売規格の改定に
向けた検討の推進



項 目 ４月～７月 ８月～３月 備 考

－６－

【学校給食における地場農畜産物の利用拡大】

注：計画欄の は、国、県等の活動、 は、団体の活動を示す

４．高病原性鳥インフルエンザ
発生の経験を生かして

○ 消費者、生産者等関係者間の
顔の見える関係づくり

【顔の見える関係づくり会合の開催】

消費者、生産者等関係者間で情報を共有し、
信頼関係を構築するため、鶏卵・鶏肉それぞ
れについて。中央・支部レベルで顔の見える
関係づくり会合を開催

生産情報の充実、消費者モニターの確保

ＬＩＮ推進委員会の
開催

【インターネットを使った畜産情報の提供・相互交流】

○ インターネットを通じた消費者への畜
産関係情報提供を充実するため、消費
者向けサイトの機能強化や相互交流機
能の充実を推進

ＬＩＮ推進協議会の
開催

学校給食の地場農畜産物の利用拡大に係る原材料費助成等
（平成21年度補正予算）

【関係者が一体となった消費拡大への取組】

・リーフレット等広報媒体を活用した、鶏卵・鶏肉の栄養や
機能等に関する正しい知識の普及

・雑誌、新聞等を活用した鶏卵・鶏肉の販売促進
・鶏卵・鶏肉の消費拡大方策の関係者による検討

【外食等における表示の推進】

・ガイドラインの普及等を通じた外食産業における鶏肉・鶏卵
の原料原産地表示の推進

・加工食品の原料原産地の表示のあり方に関する検討の実施
・食品企業の商品情報の開示のあり方に関する検討の実施



項 目 ４月～７月 ８月～３月 備 考

－７－

○ 発生の予防及びまん延防止の
取組と発生農場の経営再建支援

５．疾病の発生予防と衛生管理
水準の向上

注：計画欄の は、国、県等の活動、 は、団体の活動を示す

・高病原性鳥インフルエンザの防疫指針等に基づく発生予防及びまん延防止対策等の徹底

・高病原性鳥インフルエンザに関する正確な情報提供

・外国における鳥インフルエンザの発生情報を入手次第、速やかに発生国からの家きん、家きん肉等の輸入停止

・高病原性鳥インフルエンザが万一発生した場合の家畜防疫互助基金による適切な補てん

・家畜疾病経営維持資金による運転資金の融通

・関係事業者間の協力による発生時における集出荷の円
滑化を図る取組

・うずら農家における家畜防疫互助基金へ
の加入促進

・飼養衛生管理基準の遵守の徹底

農場指導員の養成

・鶏のＨＡＣＣＰ認証基準の公表・普及

・ＨＡＣＣＰ認証体制づくり

・鶏に新設された企業型経営支援互助金の
周知及び加入促進

・発生農場等の経営維持、再開、防疫措置
等の支援措置を実施

・関係者に対して飼養衛生管理対策の徹底を周知

・モニタリングの円滑な実施

・農政局、都道府県、関係者に対する関連対策事業の周知

疫学調査チームによる感染経路等調査



項 目 ４月～７月 ８月～３月 備 考

－８－

【環境規範の導入】

○ 家畜排せつ物の適正な管理と
利用の促進

６．自然循環機能の維持・増進 【家畜排せつ物の管理の適正化と利用の促進】

注：計画欄の は、国、県等の活動、 は、団体の活動を示す

４月～：「家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針」（Ｈ１９年３月３０日公表）に即した、

都道府県計画（目標年度：Ｈ２７年度）の見直しを推進

各種支援策への要件化

４月～：家畜排せつ物の利活用の推進に必要な施設等の計画的な整備

【耕畜連携によるたい肥利用の推進】

４月～：たい肥の利用促進を図るために必要な施設整備や家畜排せつ物の高度利用等の促進を

図るためのモデル地区の整備への支援の他、シンポジウム等によりその普及を推進

○H２１年３月３１日で、農水省と

協議を了している県：３１県。

○たい肥の利活用の推進に必要な
施設整備等を推進。

○順次、各種支援策への要件化に
より、さらなる生産現場における「農
業環境規範」の普及・実践。



項 目 ４月～７月 ８月～３月 備 考

－９－

○ 未利用資源の有効活用

注：計画欄の は、国、県等の活動、 は、団体の活動を示す

5/14：全国ｴｺﾌｨｰﾄﾞ推進行動会議の開催
（平成２１年度行動計画の決定等）

ブロック推進会議・地域セミナー等の開催

骨子のとりまとめ

地域人材の確保

○全国・地域シンポジウム等の開催

○エコフィード生産・利用の拡大

○研修会の開催、優良事例の紹介人材育成研修等の開催

エコフィード利用畜産物認証制度の検討

・配合飼料原料としてのエコフィードの利用促進
・地域未利用資源の利活用促進


